
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福津市 地域コミュニティ課 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 郷づくりとは？・・・・・・・・・・・・・・・・P３ 
・ そもそも郷づくりってなに？ 
・ 郷づくり地域はどうなっているの？ 

・ どうして郷づくりが必要なの？ 
 

2 郷づくり推進協議会・・・・・・・・・・・・・P５ 
・ 郷づくり推進協議会ってなに？ 

・ 郷づくり推進協議会の体制 

・ 郷づくり推進協議会の活動費 

●ＴＯＰＩＣ 私たちの暮らしにいちばん身近な団体「自治会」 

・ 行政と地域の役割分担 

・ 自治会を越えた活動って？ 
 

3 みんなでつくっていく郷づくり地域・・・P１１ 
・ 小さな行動、大きな未来 

・ まずは何から始めよう？ 
 

4 郷づくり活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1４ 
・ 郷づくり推進協議会の活動をのぞいてみよう！ 

（福祉、防犯防災、子育て、環境、地域交流） 
 

・ 8つの郷づくり推進協議会 

「郷づくり」ってなんだろう？わたしたちの暮らしとどんな関係があるの？ 

「郷づくり」という言葉は聞いたことがあるけれど、詳しいことは分からないというかたも

多いのではないでしょうか。 

この冊子をとおして「郷づくり」についてみなさんに知ってもらうことで自分の住んでいる

地域について考えるきっかけとなったら嬉しいです。 

 目次 

 この冊子について 

1 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 

さ - 

と 

】 

「郷」とは、生まれ育ったふるさとや人が集まり暮らす場

所を意味する言葉。道ですれ違う人とあいさつを交わ

し、ゆったりとした時間が流れる。そんな、どこか懐かし

く、心がほっとするような響きを持った言葉です。 

福津市では、この「郷」をイメージしたまちづくりを「郷

づくり」と呼び、人と人が助け合いながら、自分のまち

に誇りを持って暮らしていくことを目指しています。 
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郷づくり地域 小学校 

勝浦 勝浦小 

津屋崎 
津屋崎小 

宮司 

神興 神興小 

神興東 神興東小 

上西郷 上西郷小 

福間 福間小 

福間南 福間南小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
郷づくりとは？ 

 そもそも郷づくりってなに？ 

「郷づくり」とは、地域の人たちが協力し合い、だれもが安心し

て暮らせる地域を目ざして取り組む、「地域自治」の活動です。 

自治（じち）とは、自分たちのことを自分たちで考えて決める

こと。つまり、「自分たちの住んでいる場所は、自分たちで良く

していこう」という考え方に基づいています。 

市民が主役の地域自治活動 

 郷づくり地域はどうなっているの？ 

「郷づくり地域」とは、市内をおおむね小学校区ごとに分けた区

域のことです。福津市には、８つの「郷づくり地域」があります。 

小学校の校区は、歩いて移動できる距離で、人と人とのつなが

りが生まれやすいという特長があります。それぞれの地域で

は、住民同士が話し合って、困っていることの解決や、安心・安

全で魅力ある地域を目指し、郷づくりに取り組んでいます。 

津屋崎小校区は、昔からの歴史や文化

を大切にして「津屋崎」と「宮司」という

２つの郷づくり地域に分かれています。 

※ 

※ 
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 どうして郷づくりが必要なの？ 

地震や大雨などの自然災害の増加、家族のかたちや働き方の多様化など、こうし

た社会の変化によって、地域で起こる課題も、以前より複雑になってきています。 

また、福津市には、高齢化が進んでいる地域や、近所の人とあまり交流がない地

域、子育てに力を入れている地域など、地域によって特徴や必要とされている

ことが異なっています。 

 

そのため、これまでのように市役所などの行政による制度や取り組みだけでは、

みんなが満足できるサービスを提供することが難しくなっています。 

また、身近な課題を解決するためには、その地域のことをよく知っている人たち

が協力し、主体的に取り組んだほうが、効果的な解決につながります。 

「こんな地域になったらいいな」という、みんなの想いを活かした地域にするため

には、地域住民が中心となって主体的に取り組む「郷づくり」が必要なのです。 

 

地域の実情にあった課題解決 

４ 



  ２ 
郷づくり推進協議会 

協議会には、自治会をはじめ、学

校、PTA、ボランティア団体など、

多くの団体が関わっています。 

年齢や立場をこえて、みんなで話

し合いながら、イベントの実施や

課題解決のための活動などを行

っています。こうしたつながりの

中から、新しいアイデアや、工夫が

生まれています。 

行政 

○○地域郷づくり 

推進協議会 

□□地域郷づくり 

推進協議会 

△△地域郷づくり 

推進協議会 

パートナー 

地域 

郷づくり推進協議会 

青少年 

指導員会 

A自治会 

B自治会 

C自治会 

…
 

消防団 

民生委員・

児童委員

協議会 

小・中学校 

NPO 

PTA 

子ども会 

育成会 

シニアクラブ 

地域団体との連携 

5 

 郷づくり推進協議会ってなに？ 
 

福津市の８つの郷づくり地域には、それぞれ「郷づくり推

進協議会（以下、協議会）」という組織があります。 

この協議会は、地域の代表として「郷づくり」を進めていく

中心的な存在です。行政のパートナーとして、連携し合い

ながら、「郷づくり」に取り組んでいます。 

地域を代表し、郷づくりを進める組織 



  

６ 

 郷づくり推進協議会の体制 
 

郷づくり推進協議会 

環境 

部会 

防犯防災 

部会 

福祉 

部会 

子育て 

部会 

など 

 

広報 

部会 

協議会では、全体の事業に加えて、

地域の状況や特徴に合わせて、活動

分野ごとに部会を設置し、それぞれ

独自に活動を行っています。 

部会とは、特定の分野に取り組む協

議会内の小さなグループと考えると

分かりやすいでしょう。 

分野の例としては、「福祉」「防犯防

災」「子育て」「環境」「広報」などがあ

ります。 

なお、「福祉」「防犯防災」以外の分野

については、地域の特徴に合わせて

自由に取り組むことができます。 

地域の特徴に合わせた部会の設置 

 郷づくり推進協議会の活動費 
 

福津市 郷づくり推進協議会 

A自治会 

B自治会 

C自治会 

協議会の活動費には、主に市からの「郷づくり推進事業交付金（以下、交付金）」を使用して

います。以前は、協議会と自治会それぞれに支給されていましたが、現在は、それらが１本

化され、協議会へ交付されています。協議会に交付された交付金は、協議会の活動費と、

自治会への交付金に分けられます。自治会への交付金は、協議会をとおして各自治会へ交

付されています。 

 協議会の活動費 

 自治会への交付金 



 

  

 

 

７ 

「自治会」は聞いたことがある！知っている！という方も多いのではないでしょうか。 

では、そんな「自治会」が、自分の暮らしとどんな関係があるのか、考えたことはありますか？ 

ここでは、私たちの暮らしにいちばん身近な団体である「自治会」について、少し考えてみましょう。 

○○郷づくり地域 

 

行政区A 行政区B 

行政区C 行政区D 

A自治会 B自治会 

C自治会 D自治会 

○○地域郷づくり推進協議会 

 自治会ってなに？ 

TOPIC 

私たちの暮らしにいちばん身近な団体 「自治会」 

 
「自治会」は、自分たちの身近な地域を住みやすい地域に

するためにつくられた、住民自治の団体のことだよ。 

 

 郷づくり推進協議会とはどう違うの？ 

 
郷づくり推進協議会と自治会の違いについて説明するね！ 

下の図を見てみよう。 

 

郷づくり推進協議会は、郷づくり地域に 

１団体ずつあるよ！郷づくり地域内を、道

路や河川などで地理的に分けた区域（ピン

クの部分）のことを、「行政区」と言って、

「自治会」は、この行政区内に原則１団体ず

つ存在するんだ。 

自治会は、郷づくり推進協議会よりも 

もっと小さな区域でつくられているよ！ 

福津市には103の自治会があるよ！ 



 

  

すれ違い時の挨拶や、自治会活動に参加して地域の人と顔見知りになるだけでも、もめ事が防げたり、

犯罪を防げたり、災害などの“いざ”という時に助け合えたりすることがあります。 

付き合いの輪が広がると同時に、防犯や防災などの暮らしやすさにもつながるのではないでしょうか。 

「自治会活動」と私たちの暮らしの関係 

快適できれいな地域づくり 

 ・分別ステーション 

・市への要望書のとりまとめ 

・清掃活動 

 

安全な暮らしを守る 

 ・防犯灯の管理 

・防犯パトロール 

・防災訓練 

子どもを地域で育てる 

 ・登下校時の見守り 

・子ども会活動 

・コミュニティ・スクールの取組 

情報を伝える 

 ・回覧板、掲示板 

・広報紙づくり 

・自治会HPの運営 

 

住民が交流する 

 ・公民館の管理 

・クリスマス会 

・運動会 

 

伝統を受け継ぐ 

 ・まつり 

・餅つき 

 
普段はあたりまえに感じていても、防犯灯が点いていることや犯罪がないこと、

道路にゴミがあふれていないことは、自治会が活動しているおかげなんだね！ 

 
「学校や仕事で家にいないことが多いから自分には関係ない」という声を聞くことが

あるけど、自分が安全安心できれいな地域に暮らせていることは、「住んでいる地域

の自治会の活動が大きく関係している」ということを忘れないようにしたいね！ 

ご近所付き合いの効果 

８ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

災害への 

備えが心配 

一人暮らしで 

話し相手がいない 
空き家が管理 

されていない 

子どもの居場所

がほしい 
買い物が不便 

 

複雑化する地域課題に対応するには？ 

地域 

課題 

行政・各種団体 

隣近所 
自治会 

郷づくり地域 

（小学校区） 
解決 

「地域でできることは地域で。地域でできないことは行政と一緒に。 

行政でしかできないことは行政で。」 

４ページで、郷づくりが必要な理由を説明しました。 

複雑化する地域課題に対応するためには、地域と行政が役割を分担し、力を合わせること

が大切です。地域課題の中には、隣近所や自治会単位では取り組むことが難しいこと、自

治会よりもっと広い範囲で取り組むほうが効果的なこともあります。 

そんなときは、郷づくり地域単位で取り組むことが必要です。 

 行政と地域の役割分担 
 

 隣近所や自治会を越えた、郷づくり地域での対応が必要！！ 



 

 

  

 自治会を越えた活動って？ 
 

例えば…  子どもの見守り活動 

小学生には、いくつもの自治会エリアを越えて学校に行っている子

もいるよね。郷づくり地域内で協力して見守り活動を行うことで、

子ども達は安心して通学できるようになるね！ 

A自治会   ➡   B 自治会   ➡   C 自治会 

例えば…  松林保全活動 

１つの自治会だけだと難しい活動も、郷づくりが加わることでできるよ

うになるんだね！松林は、砂や海風からみんなの家を守ってくれてい

るんだって！これからも松林を守っていかないとね！ 

A自治会 B自治会 C自治会 

○○郷づくり地域 

郷づくり地域で取り組むほうが効果的な活動とは、どんな活動が思いつきますか？ 

ここで紹介する活動以外にも、隣近所や自治会を越えた活動はいろいろあります。 

あなたの住んでいる郷づくり地域では、どんな活動が行われているでしょうか？ 

１０ 



 

 

 

  

３ 
みんなでつくっていく 

郷づくり地域 

「郷づくり」は、大人だけの活動ではありません。 

小学生や中学生の皆さんも、大切な郷づくり地域の一員 

として、いろいろな形で参加することができます！ 

あなたにもできることがあります 

例えば… 

地域のお祭りやイベントに参加する ボランティア活動を体験してみる 

やってみたいこと、興味があることについて、自分の意見を伝えてみる 

どんなに小さなことでも、「地域をよくしたい」という思いが、 

郷づくりを進めていくための大きな力になります。 

「誰かがやってくれる」ではなく、「自分たちで地域をつくっていく」 

そんな気持ちを持って、これからの福津市を、みんなで育てていきましょう！ 

 小さな行動、大きな未来 

１１ 

▲ゲームの手伝いをする中学生ボランティア ▲地元の人でにぎわうお祭り 

▲高校生が「やってみたいこと」を
部会会議で提案 

▲子ども会について地域のみん

なで語り合う様子 



   

 まずは何から始めよう？ 

活動に参加してみようかな？と思っても、最初は分からないことばかり．．． 

そんな人のために、「郷づくり」への参加の入り口を、いくつかご紹介します！ 

８つの郷づくり地域のホームページや、地域コミュニティ課の Instagramで 

「郷づくり」について紹介しています。気になる取り組みが見つかるかも！ 

郷づくりホームページ Instagram 

1２ 

１. ＳＮＳをのぞいてみる 

各郷づくり地域

の特徴やイベン

ト情報など 

各郷づくり地域

の活動の様子

など 

２. 市や郷づくり推進協議会に聞いてみる 

市の地域コミュニティ課や各郷づくり推進協議会では、みなさんの疑問や不安に 

お答えしています。「郷づくり」に関して気になること、分からないことがあれば、 

気軽にご相談くださいね！ 

１７ページで、各郷づくり推進協議会の拠点の住所や連絡先を紹介しています。拠点

では、イベントや部会活動も行っているので、見学に行ってみるのもおすすめです♪ 



 

  

市や拠点に聞きに行くのは勇気が出ない、ハードルが高い･･･という方も多いはず。 

そんな人は、福津市未来共創センター キッカケラボに行ってみましょう！ 

福津市未来共創センター キッカケラボ 

福津市手光2222番地 福津市中央公民館１階 

Tel  0940-42-9071  Fax 0940-42-9072 

Mail 292machilab@gmail.com 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

・  

 

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 

地域で何かやってみたいけど 

何をすればいいかわからない 

開館時間 10：00～18：00 

休館日 ・毎週日曜日、月曜日 

（月曜日が祝日・振替休日の場合は、その翌日） 

・８月１３日～８月１５日、１２月２８日～翌年１月４日 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ 

 

Webサイト 

センターの基

本方針や使い

方など 

facebook 

イベント情報

や新しい取組

みなど 

Instagram 

豊かな暮らし

をしている人

を紹介 

1３ 

３. キッカケラボに行ってみる 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

・ ・ ・  

 

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 

どんな活動があるんだろう？ 

まずは少し話を聞いてみたい！ 

今まで地域活動に参加したことが 

無くても大丈夫かな？ 
やってみたいことはあるけど 

どこに相談したらいいかわからない 

こんな人におすすめ！ 

やりたいことが明確に決まっていなくても大丈夫！ 

まずは、皆さんの想いをお聞きし、 

郷づくりと皆さんをつなぐためのお手伝いをします♪ 



 

  ４ 
郷づくり活動 

 
郷づくり推進協議会の活動を

のぞいてみよう！ 

防犯防災 

福祉 

防災グッズの製作や体験 

登下校の見守り 

１４ 

避難訓練 

HUG（避難所運営ゲーム） 

福間 神興東 

宮司 

コンサート 健康サロン 

健
康
測
定
会 

楽
し
く
健
康
づ
く
り 

みんなで楽しく歌います 

神興東 津屋崎 勝浦 

福間 宮司 

上西郷 

防災演習講座 

福間南 



 

 

  

子育て 

環境 

田植え体験 寺子屋 

子どもの居場所づくり 地域のみんなでランチ 

親子の居場所 子育てサロン 

宮司 福間南 福間 

津屋崎 神興 

津屋崎 福間 神興 

上西郷 勝浦 

１５ 

松林清掃 

河川の草刈り 菜の花の種取り

委 

花壇の整備 



 

  
地域交流・活性化 

おおにぎわいの夏祭り ウォーキング大会 

イルミネーション 山笠 

スケッチコンクール 松林の中をウォーキング 運動会 

竹灯まつり 文化祭 

１６ 

宮司 福間南 

勝浦 津屋崎 津屋崎 

勝浦 福間 上西郷 

神興 神興東 



 

  

づくり 

郷 
推進協議会 

勝浦 

勝浦地域郷づくり推進協議会 

拠 勝浦郷づくり交流センター 

所 勝浦2274-1 

📞 0940-52-2217 

ホームページ 

津屋崎 

津屋崎地域郷づくり推進協議会 

拠 津屋崎郷づくり交流センター 

   （津屋崎行政センター内） 

所 津屋崎 1-7-2 

📞 0940-52-1553 

ホームページ 

福間 

福間地域郷づくり推進協議会 

拠 福間郷づくり交流センター 

   （愛称：ふくまりん） 

所 西福間2-7-33 

📞 0940-72-1085 

ホームページ 

神興東 

神興東地域郷づくり推進協議会 

拠 神興東郷づくり交流センター 

   （愛称：ふれあいじんとう） 

所 久末236-1 

📞 0940-43-1421 

ホームページ 

神興 

ホームページ 

神興地域郷づくり推進協議会 

拠 神興郷づくり交流センター 

   （神興小学校内） 

所 東福間6-4-1 

📞 0940-43-0621 

宮司 

ホームページ 

宮司地区郷づくり推進協議会 

拠 宮司コミュニティセンター 

所 宮司浜2-15-1 

📞 0940-52-0780 

上西郷 

ホームページ 

上西郷地域郷づくり推進協議会 

拠 上西郷郷づくり交流センター 

所 内殿591-15 

📞 0940-72-5093 

福間南 

ホームページ 

福間南地域郷づくり推進協議会 

拠 福間南郷づくり交流センター 

所 日蒔野4-19-1 

📞 0940-72-5138 

1７ 

各交流センター（宮司以外） 

■開館時間  9：00～17：00 

■休館日   ・土曜日・日曜日・祝日 

         ・８月１３日～８月１５日、１２月２９日～翌年１月３日 

宮司コミュニティセンター 

■開館時間  9：00～22：00 

■休館日   ・火曜日（火曜日が祝日・振替休日の場合は、その翌日） 

・１２月２９日～翌年１月３日 
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福津市 地域コミュニティ課 

〒811-3293 福岡県福津市中央 1-1-1 （別館１階） 

TEL 0940-62-5017 / FAX 0940-43-9005 


